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地域ごとのまちづくりの多様な課題に適切に対応できるようにす
るため，容積率制限，建ぺい率制限，日影制限等の選択肢の拡充を
行う。
３．容積率制限等を迅速に緩和する制度の導入
∏総合設計制度における審査基準を定型化し，許可を経ずに，建築
確認の手続きで迅速に緩和できる制度を導入する。
A一定の住宅系建築物について，指定容積率の１.５倍以下で，容
積率制限を緩和する。

B斜線制限と同程度の採光等を確保する建築物について，斜線制
限を適用しない。

π複数棟からなる開発プロジェクトを円滑・迅速に実現するため，
総合設計制度と一団地認定制度の手続を一本化する。

４．地区計画制度の見直し
現行の地区計画制度を整理・合理化し，１つの地区計画で，地区
の特性に応じて用途制限，容積率制限等を緩和・強化できる，分か
りやすく，使いやすい制度とする。
５．シックハウス対策のための規制の導入
シックハウス対策のため，居室について，以下の規制を導入する。
∏クロルピリホスを発散するおそれのある建築材料の使用を禁止す
る。

πホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料の使用の制限
等を行うとともに，気密性の低い在来木造住宅等を除き，換気設
備の設置を義務付ける。

都市再生特別措置法について

ø．趣旨
我が国の構造改革の一環として都市再生を強力に推進するため，内
閣に都市再生本部を設置し，都市の再生の推進に関する基本方針等を
策定するとともに，都市の再生に資する民間の都市開発事業に係る認
定及び支援制度，都市計画に係る特例措置の創設等の所要の措置を講
じるものである。

¿．概要
１．都市再生本部
都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため，内閣
総理大臣を都市再生本部長とし，全ての国務大臣で構成される都市
再生本部（本部）を内閣に設置する。
２．都市再生基本方針等
∏本部の作成した案に基づき，閣議において都市再生基本方針を決
定するとともに，関係地方公共団体の意見を聴いた上で，本部の
立案に基づき，都市の再生の拠点となるべき都市再生緊急整備地
域を政令で指定する。また、本部は、関係地方公共団体の意見を
聴いた上で、都市再生緊急整備地域に関する整備方針を策定する。

π国の関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は，都市再生緊
急整備地域ごとに，関係者の必要な協議を実施するための都市再
生緊急整備協議会を組織できる。

３．民間都市再生事業計画の認定制度の創設等
∏民間事業者が行う都市再生緊急整備地域内における一定の都市開
発事業（都市再生事業）のうち優良な事業の計画に対する国土交
通大臣の認定制度を創設する。（平成１９年３月３１日までに限り申
請が可能。）

π∏の認定を受けた事業に対する無利子貸付け，出資，債務保証等
の金融支援措置を創設する。

４．都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例
∏都市再生特別地区
都市再生緊急整地域においては，既存の用途地域等に基づく規

制を全て適用除外とした上で自由度の高い計画を定める都市再生
特別地区を都市計画に定めることができる。

π都市計画の提案制度
都市再生事業を行おうとする者は，都市計画決定権者に対し，

一定の都市計画の提案をすることができる。都市計画決定権者は，
提案から６月以内に，提案を踏まえた都市計画を決定・変更し，
又は決定・変更しない旨の通知を行う。

∫都市再生事業に係る認可等の特例
都市再生事業を行おうとする者は，πの都市計画の提案と併せ

て市街地再開発事業等の認可等の申請を行うことができる。この
場合には，都市計画の決定・変更が行われた日から１月以内に認
可等に関する処分を行う。

５．施行後１０年以内に検討を加え，必要な措置を講じる。
¡．施行期日
平成１４年６月１日

東京都総合設計許可要綱の改定について（概要）

１．市街地の景観形成の誘導
市街地の景観形成の誘導を目的とした地区計画の区域等（景観形成
誘導区域）で街並み・景観の形成に寄与することが明らかな建築計画
について，要件の緩和を行う。

A歩道状空地の緩和：幅員１メートル以上，かつ，歩道を含んだ有
効幅員は２メートル以上とする。

B有効係数の改正　：区域内のネットワークを図る目的で設けら
れる屋内貫通通路等の有効係数は，それぞ
れ０.２増しとする。

C割増しの改正　　：景観形成型建築物や街並み・景観デザイナー
の導入による割増し（５０％，１００％）を上限
を超えない範囲内で行う。

２．共同住宅建替誘導型の創設
老朽共同住宅の建替を促進するため，新しい型の総合設計を創設す
る。

A対象建築物　　　：原則として，建築後３０年以上経過の共同住
宅

B区　　　域　　　：特別区の区域，多摩の「心」及び都市基盤の
整備された区域

C前面道路の幅員　：幅員が６メートル以上の道路に接するものと
する。

D歩道状空地の幅　：２メートル以上で可（一般は３メートル）。
E基準公開空地率　：最低規模から割増しを開始することとする

（一般は最低規模＋１０％から）。
F割増し種類別係数：６.０～４.０とする（市街地住宅総合設計は４.０～

２.５）。
G割増しの限度　　：市街地住宅総合設計と同様とする。

３．用途入替え（業務商業育成型等総合設計の改正）
都心業務商業重点地区において，交流施設，文化施設等を積極的に
育成するため，同一の地区計画の区域内における複数の建築計画間で
用途を純化できる特例を設ける。
割増し部分の用途：業務商業の育成を推進するような計画の場合

は，２以上の建築物（原則として同時許可）相
互間で用途を純化した結果，非業務施設が一方
に集約するが可となる。

４．新拠点（秋葉原）（業務商業育成型等総合設計の改正）
秋葉原新拠点が「業務商業重点地区の設定及び都市開発諸制度の運
用の基本方針」において，副都心重点地区と同様の適用を受ける地区
として位置づけられたことにより，次の改正を行う。

A適用区域の改正　：業務商業育成型等総合設計適用区域に「東京
の新しい都市づくりビジョン」に定める新拠
点（秋葉原地区）を追加する。

B割増しの限度　　：都心，副都心と同様（０.７５倍又は３００％）と
する。

C割増し部分の用途：割増し部分の一部を秋葉原新拠点にふさわし
い育成用途とする。

５．特例容積率指定制度との併用
特例容積率の限度の指定を行った敷地に総合設計制度を適用する場
合は，指定前の容積率を基準として，割増しの計算を行うこととする。

建築基準法等の一部を改正する法律について

ø．趣旨
居住環境の改善，適正な土地利用の促進等に資する合理的・機動的
な建築・都市計画制限を行うため，まちづくりに関する都市計画の提
案制度の創設，建築物の形態規制の合理化，地区計画等の見直し，シ
ックハウス対策のための規制の導入等の措置を講じるものである。

¿．概要
１．まちづくりに関する都市計画の提案制度の創設
住民等の自主的まちづくりの推進や，地域の活性化を図りやすく
するため，土地所有者，まちづくり協議会，まちづくりNPO等が，
一定の面積以上の一体的な区域について，土地所有者等の２／３以
上の同意を得て，都市計画の提案ができることとする。
２．用途地域における容積率等の選択肢の拡充
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